
計画策定の進め方

計画の性格
ひとり親家庭の現状を踏まえつつ、ひとり親が安定した就労や生活の下で、子供を健全に育むこと

ができるよう、都が行うべき施策の方向性と区市町村等に対する支援策について定める計画

計画の
位置付け

・「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第12条に基づく「自立促進計画」

・「『未来の東京』戦略」をはじめ、「東京都子供・子育て支援総合計画」や「東京都社会的養育

推進計画」など、関連する計画との整合を図る。

計画期間 令和７年度から令和11年度までの５年間

開催時期（予定） 検討内容等（予定）

令
和
６
年

第１回 ６月20日（木曜日）

・計画策定の基本的な考え方と計画策定の進め方

・ひとり親家庭の現状と課題
・第４期計画以降のひとり親家庭支援施策の実施状況
・関係機関等への調査・ヒアリングについて

第２回 ８月上旬

・母子・父子福祉団体からのヒアリング

・母子生活支援施設について
・現状を踏まえた課題の整理と今後の方向性

第３回 10月中旬 ・計画骨子案の検討

第４回 12月中旬 ・計画素案の検討

令
和
７
年

２月 ・パブリックコメントの実施

３月下旬 ・計画策定・公表

資料３東京都ひとり親家庭自立支援計画（第５期）の策定について


